
第2次浜松市
人権施策推進計画

計画策定にあたって

分 野 別 施 策 の 取 り 組 み

平成��年実施の人権に関する意識調査結果より

問 �. 人権は重要なことだと思いますか？ ��.�％

問 �. 自分以外の人の人権を尊重できていますか？ ��.�％

問 �. 人権尊重の意識が、生活の中に定着して
 いますか？ 

��.�％

第2次浜松市
人権施策推進計画

分 野 別 施 策 の 取 り 組 み

令和 � 年 � 月発行

その他の人権問題その他の人権問題
現状と課題
●HIV 感染者、ハンセン病患者への

偏見や差別
●犯罪被害者等に対する人権問題
●インターネット利用にともなう人権

問題
●ホームレスへの嫌がらせや暴力  など

取り組みの方向性
●正しい知識と理解を深めるための

教育・啓発
●犯罪被害者等及びホームレスに

対する支援 など

性的マイノリティの人権性的マイノリティの人権
現状と課題
●正しい知識と理解の不足
●周囲からの偏見や差別、生活の

不便さ など

取り組みの方向性
●アウティング（第三者への暴露）の

防止等を含めた正しい知識と理解
を深めるための啓発活動

●生活の不便さを解消できるため
の取り組み など

刑を終えて出所した人
の人権（再犯防止推進計画）
刑を終えて出所した人
の人権（再犯防止推進計画）

現状と課題
●刑を終えて出所した人への偏見
●検挙人員に占める再犯者割合の

増加 など

取り組みの方向性
●犯罪や非行をした人の就労・修学

支援
●保健・福祉サービスの提供支援
●関心を深めるための啓発活動
 など

同和問題（部落差別）同和問題（部落差別）

現状と課題
●正しい知識と理解の不足
●結婚や就職の際の心理的差別の

存在 など

取り組みの方向性
●正しい知識と理解を深めるための

教育・啓発
●周辺住民との交流促進 

 
など

外国人の人権外国人の人権
現状と課題
●外国人材の受入れ拡大
●文化や言語の違いによるトラブル
●相互理解及び交流の促進など

取り組みの方向性
●多様な文化への理解・尊重のため

の教育・啓発
●外国人市民への情報提供・相談・

支援 など

障がいのある人の人権障がいのある人の人権
現状と課題
●障がいのある人への配慮の不足
●障がいのある人の高齢化
●発達に課題のある子どもの顕在化 

 など

取り組みの方向性
●障がいのある人の人権が尊重され

る教育・啓発による「心のバリア
フリー」の推進

●地域で生活しやすい環境づくり
●障がいのある人への相談・支援  など

高齢者の人権高齢者の人権
現状と課題
●高齢者への虐待
●高齢者への詐欺や悪質商法被害
 など

取り組みの方向性
●高齢者の人権が尊重される教育・

啓発
●高齢者が自立して生活できる環境

づくり
●高齢者への相談・支援
 

など

子どもの人権子どもの人権
現状と課題
●児童虐待、いじめ
●子どもの貧困 など

取り組みの方向性
●子どもの人権が尊重される教育・

啓発
●子どもに関わる相談事業の充実

及び関係機関の連携強化
●地域の子どもを守る活動支援
 など

女性の人権女性の人権
現状と課題
●性別による役割分担意識の存在
●DV、セクシュアル・ハラスメント
 など

取り組みの方向性
●男女間の格差解消に向けた教育・

啓発
●女性への暴力を見逃さない地域

づくり
●安心して相談できる環境整備  など

　人権は、「誰もが幸せに生きていく権利」「自分が自分らしく生きる権利」で、
身近で大切なものです。
　これは、「お互いの個性を尊重」し「違いを認め合う」、誰もが持っている
「思いやりの心」「相手の気持ちを考えること」によって守られています。

　しかし、いじめや虐待、ハラスメントなどで「幸せに生きていく権利」が奪われたり、
偏見や差別を受けて「自分らしく生きる権利」が奪われたりしています。
　私たちの周囲には、まだまだ様々な人権問題が存在しています。

　この計画は、浜松市に暮らすすべての市民の方が、様々な人権について
知り考え、そして行動し「思いやりあふれる社会」となることを願い策定しました。

人権尊重の意識の定着のためには、まわりの人への思い
やりの気持ちを持つことが大切です。
また、毎日の生活のなかに人権に結びつくことが多くある
ことに気づくことも大切です。

こうした「気づき」によって蒔かれた人権の種
は、「正しい知識と理解」という栄養によって
大きく育ちます。

計画策定にあたって

この結果から、「人権尊重意識の定着に向けた
取り組みが大切」と考えます。
そこで、「人権尊重意識が定着した社会とは」
と想像した時に、それは「思いやりがあふれる
社会」になっていることだと考えられます。

人権尊重意識の定着 〜気づき育み人権を身近に〜基本姿勢

政策目標

「人権への気づきにつながるような事業」や「正しい知識と理解を深められるような
事業」の推進に取り組みます。

すべての人が、「幸せに生きていく」ことができ、「自分らしく生きていく」ことができる
ために、「思いやりあふれる社会の実現」を目指した取り組みを推進します。

はいの回答

思いやりあふれる社会の実現

第2次浜松市人権施策推進計画で目指すもの第2次浜松市人権施策推進計画で目指すもの
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